
令和　4年　10月　12日

件　名　　市民総合体育館競技場照明設備改修工事

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1

入札公告、3.入札に参加する者に必要な資格条件について
当社は「市外業者」ですが、(過去10年間の同内容実績)の要件は本工事
において「照明設備工事」に該当する実績があれば、参加可能でしょうか?
(例:道路照明/トンネル照明)も、参加資格要件に合致しますでしょうか?

同内容の実績とは「建築物の照明設備改修工事」に該当するものとします。

2

入札公告、3.入札に参加する者に必要な資格要件について
当社は「市外業者」ですが、(市または他の官公庁における)の発注者の要件
(例:日本高速道路株式会社/UR都市機構/大阪港広域臨海環境整備セン
ター)
等の発注案件による実績は含まれますでしょうか?

　本市ウェブサイト掲載の「電子入札案件等のQ&A」に記載のとおり、官公庁
とは、国、地方公共団体、道路公社、住宅供給公社、土地開発公社、地方独
立行政法人及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施
行令（平成13年政令第34号）第1条1項各号に規定する法人とします。
　ご質問にある日本高速道路株式会社（東日本高速道路株式会社、中日本
高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社）、UR都市機構（独立行政法
人都市再生機構）は上記に含まれますが、大阪港広域臨海環境整備セン
ターは含まれません。

3
石綿事前調査はお済でしょうか。
まだの場合検体数はどの程度見込んでおられますでしょうか。

図面調査及び、目視による事前調査のみ実施しています。関連法令に従い、
受注者において、工事施工前に設計図書等の資料及び目視で工事範囲内
の石綿の含有の疑いがある全ての場所を特定し、必要に応じて含有及び含
有率を分析調査し、報告書を提出してください。

4
PCBの含有は調査済みでしょうか。
未調査の場合取り扱いはどうなりますでしょうか。

図面調査等により、既設照明器具はPCB不使用と判断しておりますので、撤
去した照明器具は関連法令に従い、適切に処分してください。

5
既設天井ボード取付はどのような施工になってますか。
天井ボード張替え手間は、吊天落とし込み、直貼りなどどのようになりますか。

既設天井はグラスウールボード（t=50）を受けジョイナー（カラー鉄板 t=0.4
@900,1800）に嵌め込み取付けです。
既設ジョイナー存置再利用の上、グラスウールボードのみ撤去新設を見込ん
でください。

6
内部足場について、手摺先行工法は棚足場と昇降口など今回工事で作業に
要する部分とし、各段全てではないとの認識でよろしかったでしょうか。

任意仮設ですので、関連法令に従い、仮設計画を検討の上、監督員の承諾
を受けて工事実施してください。

7
天井と足場の工事数量や手間に不明瞭な部分があるので、数量明細を開示
いただけますでしょうか。

数量明細は開示しておりませんので、図面上必要な数量を見込んでくださ
い。
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